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◇職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第１号）
１　船員たる職員がその責めにより退職した場合においても、船員法（昭和22年法律第100号）の規定による送還の費
用に相当する金額を旅費として支給することとし、当該支給した旅費の償還を請求することとした。（第42条関係）
２　施行期日等
　⑴　この条例は、船員法の一部を改正する法律（平成24年法律第87号）の施行の日（平成25年３月１日）から施行す
　ることとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇秋田県介護職員処遇改善等臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第２号）
１　題名を「秋田県介護施設開設準備経費助成臨時対策基金条例」に改めることとした。
２　介護事業所において介護に従事する職員の賃金の引上げその他処遇の改善に係る臨時の事業を秋田県介護職員処遇
改善等臨時対策基金（以下「基金」という。）の対象事業から除外することとした。（第１条関係）
３　基金の設置期限を平成26年３月31日（現行平成25年３月31日）に延長することとした。（附則第２項関係）
４　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県地域自殺対策緊急強化臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第３号）
１　一定の場合における国庫への返還に係る秋田県地域自殺対策緊急強化臨時対策基金（以下「基金」という。）の一
部の処分に関する規定について、所要の整備を行うこととした。（第６条関係）
２　基金の設置期限を平成26年３月31日（現行平成25年３月31日）に延長することとした。（附則第２項関係）
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県立美術館条例の一部を改正する条例（秋田県条例第４号）
１　秋田県立美術館の位置を秋田市中通一丁目４番２号（現行秋田市千秋明徳町３番７号）に改めることとした。（第
１条関係）
２　秋田県立美術館の美術展示室及び美術ホールの使用料の額を次のとおり改定することとした。（別表関係）

この号で公布された条例のあらまし

平成25年２月26日

号外第１号

毎週火・金曜日発行

区分 使用の単位 使用料の額

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇

美術展示室 一　　　般

大学の学生

300円

200円

特別の展示を行わない
場合

普通料金 １人につき
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３　施行期日
　　この条例は、平成25年９月28日から施行することとした。

◇秋田県議会委員会条例の一部を改正する条例（秋田県条例第５号）
１　常任委員は、議員の任期中在任することとした。（第３条関係）
２　議会運営委員は、議員の任期中在任することとした。（第４条関係）
３　特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任することとした。（第５条関係）
４　議員は、少なくとも一の常任委員になることとした。（第６条関係）
５　議会の閉会中に議長が常任委員、議会運営委員及び特別委員を選任した場合並びに常任委員の所属を変更した場
合、次の議会に報告しなければならないこととした。（第６条関係）
６　委員長及び副委員長の任期は、委員の任期によることとした。（第７条関係）
７　議会の閉会中に議長が委員長及び副委員長並びに議会運営委員及び特別委員の辞職を許可した場合、次の議会に報
告しなければならないこととした。（第８条関係）
８　議事妨害及び離席の禁止について規定することとした。（第16条関係）
９　公聴会及び参考人について規定することとした。（第20条～第26条関係）
10　その他所要の規定の整理を行うこととした。
11　施行期日
　　この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条ただし書に規定する規定の施行
の日（平成25年３月１日）から施行することとした。

◇県議会の請求による出頭者及び公聴会参加者の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第６号）
１　引用している地方自治法（昭和22年法律第67号）の条項を改めることとした。（第１条関係）
２　施行期日
　　この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条ただし書に規定する規定の施行
の日（平成25年３月１日）から施行することとした。

◇秋田県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第７号）
１　題名を「秋田県政務活動費の交付に関する条例」に改めることとした。
２　条例中「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改めることとした。
３　政務活動費の対象経費として、「調査研究」に「その他の活動」を加えることとした。（第１条関係）
４　政務活動費の交付対象となる政務活動について定めることとした。（第２条関係）
５　会派及び議員に係る政務活動費の充当可能経費を定めることとした。（第２条、別表第１及び別表第２関係）
６　会派に交付する政務活動費の月額を３万円（現行６万円）に所属議員の数を乗じて得た額に、議員に交付する政務
活動費の月額を28万円（現行25万円）に改めることとした。（第４条及び第５条関係）
７　政務活動費の使途の透明性の確保について定めることとした。（第11条関係）
８　会派及び議員に係る政務活動費収支報告書の様式について、５に準じて項目を改めることとした。（別記様式その
１及び別記様式その２関係）
９　施行期日等
　⑴　この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条ただし書に規定する規定の施
　行の日（平成25年３月１日）から施行することとした。ただし、６は、同年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

美術ホール 16,000円１日につき

一　　　般

大学の学生

240円

160円

1,500円を超
えない範囲内で知事が定める額

特別の展示を行う場合

団体料金
（20人以上
の団体）
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条　　　　　　　　例
　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。　

　 一　 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二　 秋 田 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 秋 田 県 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四　 秋 田 県 立 美 術 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 五　 秋 田 県 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 県 議 会 の 請 求 に よ る 出 頭 者 及 び 公 聴 会 参 加 者 の 実 費 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 七　 秋 田 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 五 年 二 月 二 十 六 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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